
建築物における駐車施設の附置等に関する条例（昭和39年大阪市条例第93号。）の一部改正（令和８

年４月１日施行。以下当該改正に係る条例を「改正条例」という。）に伴い、規則において必要な改正を行

いました。

改正点

建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則の一部改正（令和８年３月）について （概要）

１ 荷さばき駐車施設の規模の緩和

改正条例において、敷地面積が600㎡を超える建築物（共同住宅は敷地面積が600㎡を超え、

かつ、住戸数が70戸以上の建築物）で表①の延床面積を有する建築物に荷さばき駐車施設の

附置に関する規定を追加しました。

駐車場整備地区等 周辺地区

敷地面積が600㎡を超えるもの
敷地面積が600㎡
を超え、かつ住戸
数70戸以上

敷地面積が600㎡
を超えるもの

敷地面積が600㎡
を超え、かつ住戸
数70戸以上

百貨店その他の
店舗

事務所 その他特定用途 共同住宅 特定用途 共同住宅

（延床面積）
4,000

→切り捨て台数

（延床面積）
8,000

→切り捨て台数

（延床面積）
5,000

→切り捨て台数

（住戸数）
300

→切り捨て台数

（延床面積）
6,000

→切り捨て台数

（住戸数）
300

→切り捨て台数

【表① 荷さばき駐車施設義務台数算定表】

附置すべき荷さばき駐車施設の車室の大きさは、駐車台数１台につき幅3.0ｍ以上、奥行７.７ｍ

以上（以下「２トン車の規格」という。）としますが、一定の規模以上の延床面積を有する建築物は附置

義務駐車台数の一部を、幅２.５ｍ以上、奥行6.0ｍ以上（以下「荷さばき普通車規格」という。）で整備

することも認めることとします。

荷さばき普通車規格設置可能台数＝荷さばき駐車施設義務台数－２トン車の規格で整備する台数

【表② ２トン車の規格で整備する台数算定表】

※大外のカッコは改正条例の内容

表②の建築物の用途について、２以上の区分の用途を有する建築物（以下「混合用途

建築物」という。）の場合は、用途別の按分面積（用途別延床面積・（共同住宅は住戸数）

の全体延床面積に対する割合で上限延床面積（12,000 ㎡または15,000㎡）を按分したも

の）を、表中の『延床面積（共同住宅は住戸数）』に 代入し用途ごとに計算したのち、それ

ぞれを合計した数値について小数点以下を切り捨てたものを２トン車の規格で整備する

台数とします。ただし、０となる場合は切り上げて１とします。

〈計算例〉 駐車場整備地区等、全体延床面積22,500㎡（店舗2,000㎡、事務所3,000㎡、

共同住宅 17,500㎡（350戸））の建築物の場合

・表①の計算 ・表②の計算

①２台 － ②１台 ＝ １台

以上により、荷さばき駐車施設義務台数２台のうち、荷さばき普通車規格で整備できる

台数は１台となります。

２ 荷さばき駐車施設の車路の高さの緩和

荷さばきのための駐車施設の車路のはり下の高さ3.2ｍ以上について、やむを得ない

理由により必要な高さを確保することが困難な場合に基準を緩和しました。

３ 荷さばきのための駐車施設の車室の高さの見直し及び高さの緩和

車室部分は標準的な集配車両（２トン車）に対応できるよう、はり下高さはこれまでの

3.0ｍ以上から3.2ｍ以上とします。

これまで任意であった荷さばき駐車施設の附置を義務化することに伴い、やむを得ない

理由により必要な高さを確保することが困難な場合に基準を緩和しました。

４ 都市再生駐車施設配置計画に基づく駐車施設等附置の既存建築物へ

の適用に係る認定手続

配置計画の区域内において、都市再生駐車施設配置計画が作成される前に既存

建築物で条例の規定により附置した駐車施設について、条例による一律の基準を

適用せず、当該配置計画の内容に則して駐車施設等を設ける変更を認定するために

必要な手続として、所定の様式による申請書その他計画調整局長が必要と認める書類を

市長に提出しなければならない旨を定めました。

５ その他必要な規定の整備

条例の改正にともなう、条ずれ等の規定の整備を行いました。

一定の規模
駐車場整備地区・商業地域・近隣商業地域：延床面積12,000㎡ 周辺地区：延床面積15,000㎡
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